
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

(3) 特記事項
行財政正常化対策の一環として、一般職員（医師を除く）の給与を次のとおり削減している。

Ｈ16.4.1～Ｈ19.3.31

Ｈ16.4.1から当分の間

Ｈ16.4.1から当分の間

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。

管理職手当

項 目 期 間削 減 の 概 要

３年間で５％削減（１６年度２％、１７年度３．５％、１８年度
５％）

13,615

273 1,097,980 153,435

19,348,788 534

1,689,043

2,745,272

支給率を５％削減　（部長職１３％⇒８％、次長職１２％⇒７％、課
長・主幹職１０％⇒５％）

期末手当役職加算
加算率の削減（８・９級　１５％⇒１０％、６・７級　１０％⇒
７％、５級　５％⇒３％）
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14.2

437,628

基　本　給

6,187

17.5

(H12)

5

(H12)

98.3

(H12)

101.7

(H17)

0.1

(H17)

95.4

(H17)

97.6

85

90

95

100

105

1



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１７年４月１日現在）

（注）１　「平均給料月額」とは、１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時　　　　　 
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(2) 職員の初任給の状況（１７年４月１日現在）

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１７年４月１日現在）
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１７年４月１日現在）

（注）１　夕張市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
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(2) 昇給期間短縮の状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（１７年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。
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 (4) 特殊勤務手当（１７年４月１日現在）

 (5) 時間外勤務手当
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(6) その他の手当（１７年４月１日現在）
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５　特別職の報酬等の状況（１７年４月１日現在）

６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（注）１　職員数は定員管理調査の部門別職員数（教育長を含む）に計上された人数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。
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(2) 年齢別職員構成の状況（１７年４月１日現在）

(3) 行財政正常化対策による職員数計画の数値目標及び進捗状況

　①　職員数計画の目標（数・率）

 ②　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

16 4 1 26 4 1

原則として退職者欠員不補充（病院医療職を除く）を前提とし、平成２
６年度までに１００名の削減。平成１７年４月１日から平成２２年４月
１日までの５年間で４２名削減。
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③　職員数計画の年次別進捗状況（実績）の概要

（注）１　計画期間は、１６年～２６年である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する１７年４月までの進捗率を示す。
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

ウ　 特記事項

行財政正常化対策の一環として、職員の給与を次のとおり削減している。

Ｈ16.4.1～Ｈ19.3.31

Ｈ16.4.1から当分の間

Ｈ16.4.1から当分の間

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１７年４月１日現在）

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

44.1 375,763

346,600

6,188

21.621.1

74,2586,646 19,311

453,714 14,678

48,30112

95,783

509,827
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項 目 削 減 の 概 要 期 間

基　本　給
３年間で５％削減（１６年度２％、１７年度３．５％、１８年度
５％）

管理職手当
支給率を５％削減　（部長職１３％⇒８％、次長職１２％⇒７％、課
長・主幹職１０％⇒５％）

期末手当役職加算
加算率の削減（８・９級　１５％⇒１０％、６・７級　１０％⇒
７％、５級　５％⇒３％）

44.9
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（１７年４月１日現在）
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記載対象なし

　 された平均額である。

ウ　特殊勤務手当（１７年４月１日現在）

オ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（１７年４月１日現在）

④ 行財政正常化対策による職員数計画の数値目標及び進捗状況

　※　公営企業の計画は、９頁（３）に記載の計画に含めている。
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